
 
 

令和 6 年 12 月 10 日 

 

医学系研究科医学専攻 

大学院生、継続研究生、研究指導教員 各位 

 

学務課大学院係 

 

大学院医学系研究科医学専攻博士学位論文審査実施要項の改正について（通知） 

 

 標記のことについて、医学専攻博士学位論文審査における学位論文の要件を明確にするため、

学位論文審査実施要項を改正し、令和 8 年 4 月 1 日以降の学位申請より学位論文の要件を下記

の通り変更いたしますので、ご留意ください。 

 

記 

 

浜松医科大学大学院医学系研究科医学専攻博士学位論文審査実施要項（抜粋） 

第 3 学位論文 

1 学位論文は、原則として英文の原著論文とする。 

2 学位論文が共著の場合は、次に掲げる条件を満たすものとする。 

 (1) 学位論文審査申請者は、筆頭著者であること。 

 (2) 学位論文審査申請者は、他の共著者から当該論文を学位論文として使用しても

差し支えない旨の承諾を得ていること。 

3 学位論文は査読付きの学会誌等に掲載（電子媒体による掲載を含む。以下同じ。）

された論文又は掲載が予定されている論文とし、原則として MEDLINE 又は Web of 

Science の SCIE に収載されているものとする。 

4 学位論文は、原則として掲載後 5 年以内のものとする。 

5 前項にかかわらず、課程博士にあっては、原則として入学から 1 年以上経て掲載さ

れた論文とする。 

6 掲載が予定されている学位論文は、雑誌の編集委員会等による掲載を前提に受理

されたことが確認できる書類があれば、掲載論文とみなすことができる。 

7 前項により学位の授与を受けた者は、学位の授与を受けた日から 1 年以内に学術

機関リポジトリへ登録し、直ちに別刷等の印刷物 1 部を学務課に提出しなければな

らない。 

8 第 1 項から第 5 項に該当するか否か不明の場合又は疑義がある場合は、疑義の生

じた時点で大学院医学専攻部会において協議する。 

この要項は、令和 8 年 4 月 1 日以降に申請のあった審査から適用する。 

 

 本件担当： 

学務課大学院係 

TEL:053-435-2204 

Mail:daigakuin@hama-med.ac.jp 



 
 

 

For International students 

 

Beginning with degree review applications submitted on or after April 1, 2026, the 

dissertation requirements will change as follows 

 

浜松医科大学大学院医学系研究科医学専攻博士学位論文審査実施要項（抜粋） 

第 3 学位論文 dissertation 

                           ～ 

3 学位論文は査読付きの学会誌等に掲載（電子媒体による掲載を含む。以下同じ。）

された論文又は掲載が予定されている論文とし、原則として MEDLINE 又は Web of 

Science の SCIE に収載されているものとする。 

3  The dissertation should be a paper that has been published or is scheduled to be 

published in a peer-reviewed academic journal, in principle, should be listed in 

MEDLINE or Web of Science's SCIE. 

                           ～ 

この要項は、令和 8 年 4 月 1 日以降に申請のあった審査から適用する。 

This guideline shall apply to degree examinations for which applications are received on or 

after April 1, 2026. 

 


